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の
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の
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に
関
す
る
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律

１
　
平
成
三
十
一
年
六
月
一
日
か
ら
同
月
十
日
ま
で
の
間

に
任
期
が
満
了
す
る
こ
と
と
な
る
地
方
公
共
団
体
（
都

道
府
県
、
市
町
村
及
び
特
別
区
に
限
る
。
以
下
こ
の
項

及
び
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
議
会
の
議
員
又
は

長
の
任
期
満
了
に
よ
る
選
挙
に
よ
り
選
出
さ
れ
る
議
会

の
議
員
又
は
長
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て

「
特
例
対
象
議
員
等
」
と
い
う
。
）
の
任
期
は
、
当
該
地

方
公
共
団
体
の
議
会
が
、
平
成
三
十
年
十
月
三
十
一
日

ま
で
に
、
特
例
対
象
議
員
等
の
任
期
満
了
の
日
と
し
て

平
成
三
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で
の
期

間
内
の
い
ず
れ
か
の
日
を
定
め
る
旨
の
議
決
を
し
た
と

き
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七

号
）
第
九
十
三
条
第
一
項
又
は
第
百
四
十
条
第
一
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
議
決
で
定
め
る
日
に
満
了

す
る
。

２
　
前
項
の
議
決
に
係
る
議
案
は
、
特
例
対
象
議
員
等
の

う
ち
議
会
の
議
員
の
任
期
満
了
の
日
に
係
る
も
の
に

あ
っ
て
は
議
会
の
議
員
又
は
委
員
会
が
、
特
例
対
象
議

員
等
の
う
ち
長
の
任
期
満
了
の
日
に
係
る
も
の
に
あ
っ

て
は
長
が
、
そ
れ
ぞ
れ
議
会
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

３
　
第
一
項
の
議
決
に
つ
い
て
は
、
議
員
数
の
四
分
の
三

以
上
の
者
が
出
席
し
、
そ
の
五
分
の
四
以
上
の
者
の
同

意
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
第
一
項
の
地
方
公
共
団
体
は
、
同
項
の
議
決
が
あ
っ

た
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

５
　
地
方
自
治
法
第
百
七
十
九
条
第
一
項
本
文
の
規
定

は
、
第
一
項
の
議
決
に
係
る
事
件
に
つ
い
て
は
、
適
用

し
な
い
。

附
　
則

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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